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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子により制御されるモータで回転駆動する切削刃物と該モータの冷却風を切削
屑の排出風としているかんな盤において、前記モータの冷却風吸入口から切削屑の排出口
までの間の送風路を形成する部材の全部もしくは一部に熱伝導性の部材を用い、該熱伝導
性の部材の風路側の反対側に、前記半導体素子の発熱部を密着固定したことを特徴とする
かんな盤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、切削刃物を回転させるモータを制御する半導体素子の冷却を行なう構成をし
たかんな盤に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の装置は、例えば実公昭６２－３２７８７号公報に記載のように、半導体素子をモー
タのフィールドコアに取付け、該フィールドコアを半導体素子の放熱部材として共用して
いた。また、その他に、半導体素子専用の放熱器を設け、モータ冷却風入口側又は風路中
に放熱器を配置していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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前者の場合、モータのフィールドコア自体が発熱部材であり冷却効果が低いばかりでなく
、モータのフィールドコアと半導体素子の発熱は、モータに流れる電流に比例するため、
電流が多く半導体素子に流れたときは、多くの放熱を必要とするが、モータも同時に高温
となるため、半導体素子の冷却効果はさらに低下していた。
【０００４】
後者の半導体素子の放熱器を専用に設けるものにあっては、半導体素子の消費電力が大き
くなるに従い、高価な放熱部材が必要とされるため、装置全体の生産コストが大幅に上昇
していた。さらに、冷却風を切屑の排出風として使用しているものにあっては、風路上に
ひだが多く非常に空気摩擦抵抗の大きい放熱器を特設していることから、風量の減少、冷
却風吸入時に入るゴミで、放熱器やこれに取り付けた半導体素子の損傷を招いていた。
【０００５】
本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を解消し、半導体素子の冷却を安価な構成で
、かつ効率よく行うことである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、半導体素子により制御されるモータで回転駆動する切削刃物と該モータの冷
却風を切削屑の排出風としているかんな盤において、前記モータの冷却風吸入口から切削
屑の排出口までの間の送風路を形成する部材の全部もしくは一部に熱伝導性の部材を用い
、該熱伝導性の部材の風路側の反対側に、前記半導体素子の発熱部を密着固定することに
より達成される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明に係るかんな盤の実施形態を図１～図３を用いて説明する。図1はかんな盤の斜視
図、図２は図1の背面図、図３は図２のＡ－Ａ線断面図である。
【０００８】
図において、ベース１上に４本のコラム２により支持されているヘッド３が設けられてい
る。ベース１とヘッド３の間にコラム２を案内として上下動するテーブル１３が設けられ
、このテーブル１３は、ハンドル２０を回すことにより回転方向切換手段１５を介して、
ベース１の膨部１ａの螺条孔と螺合する螺合部１６ａを有するフィードスクリュ１６の螺
合関係によって上下動する。
【０００９】
ヘッド３にはモータ４が設けられ、このモータ４にはモータ４の冷却風５と切屑６の排出
風７を発生させるファン８が設けられている。冷却風５は、熱伝導部材を材料として風路
を形成するモータハウジング９の吸入口Ｂから入り、モータハウジング９により冷却風５
がモータ４に案内され、また、モータ４を冷却した排出風７は、熱伝導部材を材料として
風路を形成するかんな胴ハウジング１０により案内され、排出口Ｃより切屑６とともに排
出される。なお、熱伝導部材を材料を使用するモータハウジング９、かんな胴ハウジング
１０は、主にアルミ、板金等を使用している。
【００１０】
かんな胴ハウジング１０内側にモータ４によりベルト１４を介して回転駆動する切削刃物
１１を有するかんな胴１２がかんな胴ハウジング１０の下側に切削刃物１１を露出する形
で設けられている。
【００１１】
モータハウジング９の風路の反対側に半導体素子となる双方向サイリスタ１７の発熱部１
７ａを密着固定させている。本実施形態では、モータハウジング９に双方向サイリスタ１
７の発熱部１７ａを取付けているが、風路を形成するかんな胴ハウジング１０に密着固定
しても構わない。双方向サイリスタ１７は、制御回路１８により制御され、モータ４の回
転数を制御する。
【００１２】
上記構成において、ハンドル２０を回し、テーブル１３とヘッド３の間隔を被切削材１９
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の高さと同じにする。次に、制御回路１８により双方向サイリスタ１７をオン状態とし、
モータ４を回転させる。次に、被切削材１９をかんな胴１２側より挿入する。モータ４の
回転と同時にファン８が回転し、モータハウジング９の吸入口Ｂから冷却風５が入り、モ
ータハウジング９及びかんな胴ハウジング１０を案内として排出口Ｃから排出される。モ
ータハウジング９の内側にモータ４の冷却風５が流れるため、モータハウジング９が冷却
され、モータハウジング９に設けられている双方向サイリスタ１７の発熱部１７ａも同時
に冷却される。また、双方向サイリスタ１７の発熱部１７ａをかんな胴ハウジング１０に
密着固定しても、風路上の反対側に双方向サイリスタ１７が設けられているので、切屑６
の排出風７の流れを妨げることがなく、双方向サイリスタ１７を冷却することができる。
【００１３】
【発明の効果】
本発明によれば、半導体素子により制御されるモータの冷却風を切屑の排出風に利用する
かんな盤において、風路を形成する部材の一部もしくは全部を熱伝導性の部材を用い、こ
の熱伝導性の部材の風路の反対側に半導体素子を設置するようにしたので、モータの冷却
風、切屑の排出風の風量を減少させることがなく、かつ、従来、半導体素子の別に設けた
放熱器やこの放熱器に取付けた半導体素子がゴミにより損傷するのを防ぐことができる。
また、半導体素子の専用の放熱器を必要としないため、装置全体のコストを安価にできる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示すかんな盤の斜視図である。
【図２】図１の背面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【符号の説明】
３はヘッド、４はモータ、８はファン、９はモータハウジング、１０はかんな胴ハウジン
グ、１７は双方向サイリスタ。
【図１】 【図２】
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